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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
実
態
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
お
い
て
、
包
括
的
支

援
事
業
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
三
十
八
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
以
下
「
運

営
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
運
営
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
十
月
十
八
日
付
け
老
計
発
第
一
〇
一
八
〇
〇
一
号
・
老

振
発
第
一
〇
一
八
〇
〇
一
号
・
老
老
発
第
一
〇
一
八
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
・
振
興
課
長
・
老
人
保
健
課

長
通
知
）
に
よ
り
、
運
営
協
議
会
に
お
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
が
作
成
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
お
い
て
、
正
当
な
理

由
な
く
特
定
の
事
業
者
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
偏
っ
て
い
な
い
か
等
の
点
を
勘
案
し
て
必
要
な
基
準
を
作
成
し
た
上
で
、

セ
ン
タ
ー
の
事
業
内
容
を
評
価
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
運
営
協
議
会
の
取
組
を
通
じ
て
、
セ
ン

タ
ー
の
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

一



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
は
、
平
成
十
八
年
度
に
認
知
症
介
護
研
究
・
研
修
仙
台
セ
ン
タ
ー
が
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
老
人

保
健
施
設
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
セ
ン
タ
ー
を
運
営
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
お
い
て
高
齢
者
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
九
第
一
項
に
定
め
る
セ
ン
タ
ー
の
目
的
に
か
ん
が
み
る
と
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
業
者

が
セ
ン
タ
ー
を
運
営
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
の
運

営
を
事
業
者
に
委
託
し
た
市
町
村
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二


